
 

 

 

様式１ 主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 

・政策２ 適正な行政管理の実施 

・政策４ 分権型社会にふさわしい地方行政体制整備等 

・政策６ 地方財源の確保と地方財政の健全化 

・政策７ 分権型社会を担う地方税制度の構築 

・政策 10 情報通信技術の研究開発・標準化の推進 

・政策 12 ユビキタスネットワークの整備 

・政策 15 ＩＣＴ分野における国際戦略の推進 

・政策 16 郵政行政の推進 

・政策 17 一般戦災死没者追悼等の事業の推進 

・政策 18 恩給行政の推進 

・政策 19 公的統計の体系的な整備・提供 

・政策 20 消防防災体制の充実強化 

 

 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 行政管理局企画調整課 他 ４課室 

施策名 適正な行政管理の実施 
政策体系上の位置付け 

（行政改革・行政運営）政策２ 

施策の概要 
国の行政組織等の減量・効率化を図るとともに、行政手続制度・行政不服審査制度・国の行政

機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図る。  

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

ア 国の行政機関の定員に関し、定員合理化進捗率は当初の目標を達成、純減目標達成率につい

てもその達成に向けて取り組んでいる。また、機構(組織)、独法等についても、着実に減量・

効率化を進めている。 

イ 行政手続制度・行政不服審査制度の適正かつ円滑な運用に関して、施行状況調査の結果を見

ると、概ね適正かつ円滑な運用が図られており、取組が効果を上げているといえる。 

ウ 国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用に関して施行状況調査

等の結果を見ると、不開示決定の判断が妥当でないと情報公開・個人情報保護審査会に判断さ

れたもの等見受けられるところであるが、その状況は改善されつつある。 

（必要性） 

ア 国の行政組織等の減量・効率化については、社会経済情勢の変化に対応しつつ、簡素で効率

的な政府を実現するためには、政府における人的資源の適切な再配分やスリム化を行う必要性

が認められる。 

イ 行政手続制度・行政不服審査制度の適正かつ円滑な運用について、公正・適正な行政運営の

確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益を保護するためには、両制度の周知や趣旨

の徹底を行う必要性が認められる。 

ウ 国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用について、妥当でない

不開示決定の判断、個人情報の漏えい事案等がなお存在することから、引き続き、本政策が必

要である。 

（有効性） 

ア 国の行政機関の定員に関し、定員合理化進捗率は当初の目標を達成、純減目標達成率につい

てもその達成に向けて取り組む一方で、重点分野に定員を配するメリハリのある定員管理を実

施している。機構等についても、スクラップアンドビルドの原則に基づく組織の新設・改廃に

より着実に減量・効率化を進めている。 

イ 行政手続制度・行政不服審査制度・国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正か

つ円滑な運用について、制度の周知、運用改善のための通知の発出、研修の実施等により、制

度の利用拡大、適正な制度運営等がなされているということができ、有効性が認められる。 

（効率性） 

ア 各省の判断と責任において弾力的・効率的組織運営が可能となる仕組みを採っている。また、

定員管理等実態調査の合理化により、コストの削減を図る等、効率化を図っている。 

イ 行政手続制度・行政不服審査制度については、改正法案の改正法案の立案に取り組む間、施

行状況調査の実施時期等を見直すことにより、業務の効率化を図った。 

ウ 国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用については、施行状況

調査における集計の効率化や、参考事例を取りまとめ、各府省へ配布することで判断の効率化

を図った。 
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（反映の方向性）  

ア 国の行政組織等の減量・効率化が図られるよう、引き続き取り組んでいく。また次期定員合

理化計画策定に取り組む。 

イ 行政手続法及び行政不服審査法等の改正及び現行制度の適正かつ円滑な運用を確保できるよ

う引き続き取り組んでいく。 

ウ 国の行政機関等の情報公開・個人情報保護制度について、引き続き、行政機関・独立行政法

人等連絡会議等において両制度の適切な運用に努めるよう注意喚起を行う。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

達成目標 指標名 目標値 目標年度 
18年度 

(19 年度査定) 

19年度 

(20 年度査定) 

20年度 

(21 年度査定) 

達成目標・指

標の設定根

拠・考え方 

国の行政

組織の減

量・効率

化 

定員合理

化進捗率 

(17年度～21

年度）16年度

末定員の10

％以上を定

員合理化 

21年度 59.9% 

(19,901/

33,230) 

80.8% 

(26,864/

33,230) 

103.3% 

(34,318/ 

33,230) 

・H17年の閣

議決定｢新た

な定員合理化

計画の概要｣

に基づき設

定。 

純減目標

達成率 

(18年度～22

年度）17年

度末定員の

5.7％以上

の純減を確

保 

22年度 19.2% 

(3,631/ 

18,936) 

40.9% 

(7,753/ 

18,936) 

52.7% 

(9,974/ 

18,936) 

・H18年 6月

の閣議決定

｢国の行政機

関の定員純減

について｣に

基づき設定。 
 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

評価結果を踏まえ、平成 21年７月１日に策定された新たな定員合理化計画に基づき、引き続き、

国の行政組織等の減量・効率化を図るとともに、行政手続制度、行政不服審査制度、国の行政機

関等の情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、行政管理の実施に必要な

経費を引き続き要求することとし、1.6 億円（平成 21 年度予算 1.4 億円）を概算要求した。要求

の結果、1.3億円の予算が認められた。 

【機構・定員要求】 

評価結果を踏まえ、企画調整課に行政判例等に関する事務体制の強化のための行政判例等専門

官等を要求。要求の結果、行政判例等専門官の増員が認められた。 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

国の行政機関の定員の純減について 

平成 18 年６

月 30 日閣議

決定 

国の行政機関の定員（平成 17年度末定員を基

準とする。以下同じ。）332,034 人に対して、

平成 18年度から 22年度までの 5年間で･････

18,936人（5.7％）以上の純減を確保する。 

施政方針演説 
平成 21 年１

月 28日 

国の行政機関の定員については、社会保険庁

の廃止によるものを含め、約一万五千人を純

減します。 

個人情報の保護に関する基本方針 

平成 16 年 4

月 2 日閣議

決定。平成

20 年４月 25

日一部改正 

行政機関個人情報保護法上、必要性が認めら

れる場合は、個人情報の公表等は可能となっ

ており、情報提供の意義を踏まえた上で、同

法の適切な運用を図るものとする。 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 担当部局課室名：自治行政局行政課総務室 他７課室 

施策名 分権型社会にふさわしい地方行政体制整備等 
政策体系上の位置付け 

（地方行財政）政策４ 

施策の概要 

○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 

地方分権改革推進委員会における勧告、第２９次地方制度調査会における答申等を踏まえ、分

権型社会に対応した地方制度のあり方等の検討を行う。 

また、市町村の行財政基盤等の強化を図るため、自主的な市町村合併を推進し、合併市町村の

新しいまちづくりの取組を着実に支援するとともに、地方公共団体における行政運営の質の向上

などを図るため、集中改革プランの策定・公表や、情報公開条例等の制定を促進する。 

○分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立 
分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立を図るために、適正な定員管理、給与の適正化

を推進する。また、地方公共団体における必要な人事・組織体制の整備、能力を有した意欲ある

人材の育成・確保を推進する。 

施策に関す

る評価結果

の概要と達

成すべき目

標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 
○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 
 地方分権改革推進委員会及び第２９次地方制度調査会における答申等を踏まえ、分権型社会に
対応した地方制度の確立のための施策に関する調査研究及び企画立案を行っている。市町村合併
については、全国で市町村合併が進展しており、多くの合併市町村において一定程度、行財政基
盤が強化されたと言える。また、集中改革プランの策定・公表や情報公開条例等の制定の状況か
ら、地方公共団体における行政改革の取組も進展していると評価できる。 

○分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立 
地方公共団体において、適正な定員管理、給与の適正化、人材の育成・確保に向けた取組等が

進んでいることが把握でき、諸施策の有効性が認められる。 
（必要性） 
○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 

明治以来の中央集権型行政システムの弊害面が顕著になってきており、分権型社会に対応した
地方制度の確立のための施策に関する調査研究及び企画立案を行う必要がある。また、人口減少・
少子高齢化の進行など社会経済情勢の変化や厳しい財政状況の下、市町村の行財政基盤を強化す
るため、自主的な合併を選択する市町村への支援や地方行政改革の推進に取組む必要がある。 

○分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立 
国民・住民から厳しい意見が多くある中、地方公共団体においては、適正な定員管理の推進、

適正な給与制度・運用の確保、人材の育成・確保等に取り組み、分権型社会にふさわしい地方公
務員制度の確立に努めていくことが必要である。 

（有効性） 
○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 

市町村合併推進のために講じた各種施策により、全国で市町村合併が進展した結果、市町村の
行財政基盤が強化され、分権型社会に対応した地方行政体制の整備が進められていることから、
本政策には有効性があると認められる。集中改革プランについて、地方公共団体が行政改革の取
組を住民にわかりやすく明示し説明責任を果たすという点において施策の有効性が認められる。
情報公開条例等の制定状況を調査、公表し、必要に応じて助言を行ってきたが、未制定団体の中
には全国的な制定状況を踏まえて制定に踏み切った団体もあり、取組の有効性が認められる。 

○分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立 
地方公共団体においては行政改革の推進、給与水準や給与制度・運用の適正化等に着実に取り

組んでいることが把握でき、施策の有効性が認められる。地方公務員の定員・給与情報の公表に

ついても透明性が確保されるとともに、各団体間の比較・分析が容易となっており施策の有効性

が認められる。人材育成基本方針を策定した各団体では、人材育成についての方向性が明らかに

なり、示された方向へ取り組むという効果があり、地方公務員の適正な人事管理の推進に有効性

が認められる。 

（効率性） 

○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 

市町村合併による効果のうち、行政コストの削減については、投入した国費以上の効果を上げ
ており、効率性があると認められる。また地方行革に関しても、集中改革プランのフォローアッ 
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プを関係課室で連携して行うとともに、情報公開条例等についての地方公共団体への助言等を各

種会議等の機会を利用して行うなど効率的に行った。 

（反映の方向性）  

○分権型社会に対応した地方制度・体制の整備 

地方分権改革推進委員会における勧告、第２９次地方制度調査会における答申等を踏まえ、分

権型社会に対応した地方制度の確立のための施策に関する調査研究並びに企画及び立案を行うと

ともに、合併市町村の新しいまちづくりを着実に支援するほか、今後も自主的な合併を選択する

市町村について、法制上の措置も含め、新たな合併支援策を検討する。また、集中改革プラン取

組状況についてフォローアップを継続し、情報公開条例等の未制定団体に対し、早期に制定する

よう助言等を行っていく必要がある。今後の地方行革のあり方、住民の信頼を確保する組織マネ

ジメント改革の普及、経営感覚をもった総合行政主体の実現についても、所要の検討を行う必要

がある。 
○分権型社会にふさわしい地方公務員制度の確立 

地方公務員の給与については、引き続き、各地方公共団体において、地域民間給与水準の適切

な反映等が進められ、住民の理解と納得が得られる適正な給与制度・運用となるよう取り組んで

いく必要がある。定員・給与情報の公表については、給与情報等公表システムの公表様式に沿っ

た情報開示を徹底していく必要がある。人材育成基本方針について、引き続き未策定団体におけ

る策定を推進するとともに、公正かつ客観的な人事評価システムの構築に早急に取り組み、勤務

実績の給与への適切な反映を推進する必要がある。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

合併後の市町村数 
1,804団体 

（H19.3.31） 

1,793団体 

（H20.3.31） 

1,777団体 

(H21.3.31) 

集中改革プランの公

表状況 

都道府県      45 団体  95.7％ 
政令市        15 団体   100％ 
市区町村   1,542 団体  84.4％ 
計         1,602 団体  84.8％ 

(H18. 7.31現在) 

都道府県      46団体  97.9％ 
政令市        17団体   100％ 
市区町村   1,798団体  99.3％ 
計         1,861団体  99.3％ 

(H19. 9. 1現在) 

都道府県      47団体   100％ 
政令市        17団体   100％ 
市区町村   1,788団体   100％ 
計         1,852団体   100％ 

(H20.12. 1現在) 

地方公務員数の推移 
2,998,402人 

※( )対前年比 

2,951,296人 

(▲1.6%) 

2,899,378人 

(▲1.8%) 

  

 

評価結果の

政策への反

映内容 

【予算要求】 

  政策評価を踏まえ、分権型社会にふさわしい地方行政体制及び地方公務員制度の整備を引き続

き推進するために必要となる経費として 59億円（21年度予算 58億円）を予算要求し、約 57億円

の予算となった。 

【機構・定員要求】 

  評価結果を踏まえ、平成 22 年度の機構・定員について、市町村体制整備課を設置するとともに、

合併推進課を廃止すること等を行った。 

関係する施

政方針演説

等内閣の重

要政策（主

なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第164回国会における小泉内
閣総理大臣施政方針演説 

平成 18年 
1月 20日 

（簡素で効率的な政府の実現） 
3,200あった市町村が、今年度末には1,800になります。
これに伴い、市町村の議員数は１万8,000人減ります。
引き続き市町村合併を推進するとともに、北海道が道州
制に向けた先行的取組となるよう支援いたします。 

経済財政運営と構造改革に
関する 
基本方針 2006 

平成 18年 
7月 7日 

第３章 財政健全化への取組－１－（４）－②－ⅱ－地
方財政  

住民の視点に立った地方公共団体の自発的な取組が
促進されるような制度改革を行う。そのため、再建法制
等も適切に見直すとともに、情報開示の徹底、市場化テ
ストの促進等について地方行革の新しい指針を策定す
る。 



 

経済財政改革の基本方針
2008 

平成 20年 
6月 27日 

第４章 国民本位の行財政改革－３．歳出・歳入一体改
革の推進  
財政健全化に向け、安定した成長を図るとともに、「基

本方針 2006」及び「基本方針 2007」を堅持し、歳出・
歳入一体改革を徹底して進める。 

第171回国会における麻生内
閣総理大臣施政方針演説 

平成 21年 
1月 28日 

（地域経営） 
 分権型社会が、目指すべき国のかたちです。知事や市
町村長が、地域の経営者として腕を振るえるようにしな
ければなりません。地方分権改革推進委員会の勧告を踏
まえ、地方自治体の活動について、国による義務付けを
見直し、自由度を拡大します。 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 担当部局課室名：自治財政局財政課 他 ３課室 

施策名 地方財源の確保と地方財政の健全化 
政策体系上の位置付け 

（地方行財政）政策６ 

施策の概要 

地方公共団体の財政運営に支障がないように所要の地方財源の確保を図るとともに地方交付

税の算定方法の簡素化等の見直しを進める。また、地方公共団体の財政収支を改善し、地方財政

の健全化を図る。 

施策に関する評

価結果の概要と

達成すべき目標

等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

一般財源総額を確保するとともに、財源不足分については補てん措置を講じ、地方財源の確保

が図られた。また、地方交付税の算定方法の簡素化・透明化や公債費負担の適正化も進展した。

さらに、地方公共団体財政健全化法に基づく財政指標の公表が全ての地方公共団体について行わ

れ、財政指標の公表等を通じた財政健全化への取組が進展した。 

（必要性） 

①  地方公共団体の担う行政サービスを的確に実施できるようにするため、地方財政計画を 

策定し、所要の地方財源を確保していく必要がある。 

②  地方交付税については、地方公共団体の自主的・自立的な財政運営を促す方向で地方交 

付税の算定方法の見直しを進める必要がある。 

③ 地域の基本的な行政サービスを安定的に供給するため、地方公共団体の財政の健全化に取 

り組む必要があり、そのため、引き続き公債費負担適正化計画に基づく財政健全化や地方 

公共団体財政健全化法に基づくわかりやすい財政情報の公表を徹底することによる財政の 

健全化を推進する必要がある。 

（有効性） 

①  地方交付税を規定の加算とは別枠で１兆円増額するなどにより、平成２１年度の地方交 

付税総額は前年度に比べ 4,141億円の増となることなどをはじめとして、地方財源の確保・ 

保障がなされているため、地方財政計画の策定について有効性が認められる。 

②  地方交付税については、平成２０年度においても算定方法の簡素化・透明化を進展させ 

ており、地方交付税の予見可能性を高めるために必要な施策として、有効性が認められる。 

③ 公債費負担適正化計画策定団体のうち１団体が平成 20 年度において完了し、公債費負担

の適正化について一定の進展をみたため、有効性が認められる。 

④  地方公共団体財政健全化法に基づき全ての団体が平成１９年度決算に基づく財政指標の 

公表等を行ったところであり、財政指標の適切な公開による財政の早期健全化に向けた取組

が進展したため、有効性が認められる。 

（効率性） 

地方交付税の算定方法の見直しにより、地方公共団体の事務負担の軽減、財政運営の透明化

が促進されたため、効率性が認められる。 

様式１ 



 

（反映の方向性）  

①  平成２２年度以降についても、所要の地方財源の確保を図りつつ、地方行財政運営の 

自立性の向上及び地方行財政基盤の拡充を推進する。 

②  地方交付税については、引き続き、財源保障機能や財源調整機能を適切に発揮することが

できるよう所要額の確保を図るとともに、地方公共団体の自主的な財政運営に資するため

の一層の算定方法の簡素化を行う。 

③  地方公共団体財政健全化法の本格施行により、平成２０年度決算から、財政指標が一定水

準以上の団体について財政健全化計画や財政再生計画の策定の義務付け等が適用されたた

め、上記計画の作成支援等を推進する。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

 

参考となる指標 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

地方財政計画の規模 83 兆 1,261 億円 83 兆 4,014 億円 82 兆 5,557 億円 

一般財源比率 68.1% 68.4% 65.3% 

地方債依存度 11.6% 11.5% 14.3% 

借入金残高 199 兆円 197 兆円 197 兆円 

地方債計画の規模 １2 兆 5,108 億円 12 兆 4,776 億円 14 兆 1,844 億円 

※参考となる指標の進捗状況については、それぞれの表題の年度の次年度の内容を記載している。 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

・評価結果を踏まえ、８月末に地方交付税等の概算要求を行うとともに、「平成 22 年度地方財

政収支の 8月仮試算」を公表した。 

その後、「平成 22年度予算編成の方針について」（平成 21年 9月 29日閣議決定）に基づき、

マニフェスト（「三党連立政権合意書」を含む。）を踏まえた要求の提出を行うこととされたこ

とから、三党連立政権合意書において、「地方が自由に使えるお金を増やし、自治体が地域のニ

ーズに適切に応えられるようにする」とされていること等に基づき、 10月 15日に地方交付税等

の概算要求を行うとともに、「平成 22年度地方財政収支の 10月仮試算」を公表した。 

結果として、平成 22 年度の地方交付税については、11 年ぶりに 1 兆円以上増額し、約 16.9

兆円を確保するとともに、実質的な地方交付税は過去最高の約 24.6兆円を確保した。 

・地方公共団体財政健全化法に基づくわかりやすい財政状況の開示を徹底するため、資産債務改

革を推進する地方公会計の普及促進に要する予算（平成 22年度予算：5.0百万円（平成 21 年度

予算：4.3百万円））を確保した。 

【制度改正】 

・三党連立政権合意等に基づき、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に

必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措

置を講じるなどした、地方財政対策を通じ、所要の地方財源を確保した。 

・平成 20 年度決算から財政指標が一定の水準以上の団体について計画策定の義務付け等が適用

されることとなったため、財政健全化計画や財政再生計画の作成支援等を推進した。 

関係する施政方

針演説等内閣

の重要政策（主

なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

予算編成の基本方針 平成 21 年

12 月 15 日  
２．予算編成の基本理念 

――既存の「官」のあり方を問い直す  
（４）「地域主権」  
「地域のことは、地域で決める」、地域主権の確立に向けた

制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確

実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保するこ

とで、住民生活の安心と安全を守るとともに地方経済を支

え、地域の活力を回復させていく。 等                       



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 自治税務局企画課総務室 他 ５課室 

施策名 分権型社会を担う地方税制度の構築 
政策体系上の位置付け 

（地方行財政）政策７ 

施策の概要 

平成 21年度地方税制改正については、現下の社会・経済情勢を踏まえ、安心で活力ある経済社

会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株

式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動

産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成２１年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市

計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例

措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うほか、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこ

ととした。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

平成 21 年度地方税制改正における取組は、社会経済情勢の変化に適切に対応したものであり、

分権型社会を担う地方税制度の構築にも有効と考えられる。 
しかしながら、地方税の充実、地方間の税収格差の縮小、地方税の税収の安定性の確保等につい

て抜本的な解決には至っていない状況である。 
（必要性） 

地域間の税収の偏りが小さく、景気の変動にも左右されにくい安定的な地方税体系を構築するこ

とが重要であり、地方団体の基幹税である地方消費税を充実していく必要がある。 
（有効性） 

参考となる指標のうち、平成 19 年度決算における国と地方の税収比は 56.7：43.3 となり、平成

18 年度に比べ地方の配分比率が 3.0 ポイント増加している等から、毎年度の地方税制度の見直し

により地方税の充実等について一定の有効性が認められる。 
（効率性） 

各府省庁から税制改正に係る要望を受けるに当たって、各府省庁の政策評価の結果の適切な活用

に務めたことにより、政策評価と非課税等特別措置の連携を強化し、各府省庁からの税制改正要望

ヒアリングの効率化を図った等から効率性が認められる。 
（反映の方向性）  

 地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会保障制度の安定財源確保の観点

から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体型の構築を進める。 
また、経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時期に先立ち、改革の内

容の具体化を進めるとともに、法案その他の法制度的準備を整える。 
【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

分権型社会を担う地方税制度の構築のために、社会経済情勢等を踏まえた税制改正を実施する。 
具体的には、 
・当面、国と地方の税収比１：１を目指して、地方税を充実すること、 
・地方間の税源の偏在を是正する方策について検討し、その格差を縮小すること、 

等を目指す。 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

 評価結果を踏まえ、分権型社会を担う地方税制度の構築に必要となる予算を事務事業の見直しを

行いつつ要求し、平成 22年度予算に盛り込んだ。 
平成 22年度予算額            平成 2１年度予算額 

〈一般会計〉               〈一般会計〉 
地方税制度整備費          41 百万円  地方税制度整備費        48百万円 

〈特別会計〉                〈特別会計〉 
事務取扱費              5 百万円  事務取扱費            7百万円 

（地方譲与税譲与金    1,917,100百万円）（地方譲与税譲与金       1,461,800百万円） 

【制度改正】 

 評価結果を踏まえ、分権型社会を担う地方税制度を構築するため、社会・経済情勢や財政状況の

様式１ 



 

変化等を踏まえた地方税制度の見直しを行う。 

【機構・定員要求】 

 評価結果を踏まえ、地方税制度改正等に確実に対応するため、平成２２年度機構・定員要求にお

いて、地方税の電子化の推進に係る業務を担当する係長１名及び固定資産税（家屋）の新評価手法

の導入に係る業務を担当する係長１名、係員１名の計３名を要求し、地方税の電子化の推進に係る

業務を担当する係長１名及び固定資産税（家屋）の新評価手法の導入に係る業務を担当する係長１

名が措置された。（定員要求） 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第 171国会における麻

生内閣総理大臣施政

方針演説 

平成21年１月28日 

経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、

かつ段階的に消費税を含む税制抜本改革を行うた

め、2011年度までに必要な法制上の措置を講じます。 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 情報通信国際戦略局技術政策課、通信規格課 

施策名 情報通信技術の研究開発・標準化の推進 
政策体系上の位置付け 

情報通信（ICT政策）政策１０ 

施策の概要 

我が国の国際競争力の強化や安全・安心な社会の実現に向けて、情報通信技術の研究開発及び標準

化を積極的に推進する。具体的には、国際競争力強化に資する研究開発課題への重点化を行うとと

もに、中長期的な戦略「我が国の国際競争力を強化するためのＩＣＴ研究開発・標準化戦略」（平

成 20年 6月 27日）に基づく取組を実施する。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

専門家による評価の結果、平成20年度に実施された研究開発課題の99％について「成果あり」

との結果が得られており、目標（90％以上）を達成している。なお、平成20年度においては、重

点的研究資金制度および競争的研究資金制度により167 件の研究開発事業が、総額約93億円の予

算により実施され、論文数が1191件、特許申請数が国内外を合わせ200件に上り、あらかじめ設

定した目標値を達成しているなど、着実な成果が見られる。 

また、「戦略的情報通信研究開発推進制度（国際技術獲得型研究開発）」等の実施によって、

ＩＴＵ、ＩＥＴＦ等への標準提案が71件に上り、あらかじめ設定した目標値を達成するなど、着

実な成果が見られる。 

（必要性） 

情報通信分野は、経済成長の牽引役として期待されるなど非常に重要な位置付けにあり、我が

国としては継続的に研究開発に取り組む必要がある。特に、リスクの高い基礎的な研究開発や、

個別の民間企業では実施が困難な大規模な研究開発等を政府が積極的に推進すること、またこれ

ら研究開発成果を基に「国際標準」を獲得することにより、我が国の国際競争力を向上させる取

組が必要である。 

（有効性） 

平成20年度は、我が国の国際競争力の強化等に資する研究開発課題を重点的に推進するととも

に、「我が国の国際競争力を強化するためのＩＣＴ研究開発・標準化戦略」（平成20 年６月27

日情報通信審議会答申）としてとりまとめた。このように社会的な動向等に応じた機動的な課題

設定、重点化を行うとともに、的確な制度運用が行った結果、論文数等の指標においてあらかじ

め設定した目標値を上回る研究開発成果が表れており、外部専門家からも成果ありと評価されて

いる。 

また、我が国に有益な国際標準を獲得していくために海外との連携を強めて行くことなどによ

り、情報通信に関する標準化の推進を図ることは、国民の利便性を向上し、我が国の技術水準の

維持・向上に資するものであり、有効性がある。 

（効率性） 

平成20年度に実施された各研究開発課題は、総務省および研究実施機関自らの工程管理に加え

て、情報通信技術に精通している外部専門家等による助言を受けて一層の効率化を図りながら遂

行されており、多くの課題において効率的に研究開発が進められているとの評価を得ている。 

また、ＩＴＵで開催される会議に合わせ、多くの寄書を提出し、迅速な承認手続を活用して勧

告化を進めている。その際、各国から単独に国際標準化の提案を行う場合に比べ、他国と連携し

た場合、その勧告化の可能性が高くなるなどの効果が見込めるため、日中韓で共同提案を作成す

るなど、標準化の獲得に向けて効率的な業務を行っている。 

様式１ 



（反映の方向性） 

・ 我が国の国際競争力低下という現状を踏まえ、国際競争力の強化・維持にも資するよう研究

開発課題を一層重点的に推進する。 

・ 現下の経済悪化に伴い、企業等が標準化活動に充てられるリソースが減少傾向にある。そこ

で、標準化活動に携わる人材の育成等の支援策を通じ、より一層戦略的に取り組むこととする。 

 

 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

指標等 目標値 目標年度 分析の視点 18年度 19年度 20年度 

論文数 1課題 

あたり 

1件以上 

20年度 

（単年度） 

実施された研究開

発に基づく成果が

出ているか。また、

その成果が第三者

に PRされている

か。  

998件 

(161課題) 

1013件 

(161課題)  

1191件 

(167課題) 

専門家によ

る評価にお

いて成果あ

りと評価さ

れる割合 

90％ 20年度 

（単年度） 

実施された研究開

発が第三者である

外部専門家の目か

ら見て有用なもの

であったか。 

99% 100% 99% 

ITU、IETF 等

における標

準提案の件

数 

20件 20年度 

（単年度） 

研究開発成果の国

際標準化に向けた

取組が積極的に行

われているか。 

64件 90件 71件 

 

 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算概算要求】 

・政策評価結果等を踏まえ、我が国の国際競争力を強化する等の観点から抽出された重点研究開発

課題を着実に推進するため、「超高速光エッジノード技術の研究開発」、「高精度位置認識技術

の研究開発」、「光空間通信技術の研究開発」、「大規模仮想化サーバ環境における情報セキュ

リティ対策技術の研究開発」及び「クラウドサービスを支える高信頼・省電力ネットワーク制御

技術の研究開発」の５課題の研究開発に係る経費を平成 22 年度概算要求に計上したところ、そ

れぞれ、6.3 億円、3.6億円、5.1億円、5.2億円、9.8億円が平成 22年度予算に盛り込まれた。 

・通信・放送の融合・連携環境において、グローバルな市場や技術の状況を踏まえつつ、情報通信

技術の便益を利用者に還元する観点から、戦略的に国際標準化を推進するに際し、諸外国の国際

標準化動向等を調査するため、「情報通信分野における標準化活動の強化」に係る経費を平成

22年度概算要求に計上したところ、1.7億円が平成 22年度予算に盛り込まれた。 

【機構・定員要求】 

・ＩＣＴ分野の国際競争力の一層の強化に向けて、研究開発の推進及び成果展開を行う体制を強化

するため、係員（2名）の増員を要求し、措置された。 

【事務改善】 

・委託研究に係る事務の効率化を図るため、事務処理マニュアルの見直しを随時行う。 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第 171 回国会における麻生内

閣総理大臣施政方針演説 
平成 21年 1月 28日 

今後二、三年で、集中的なインフラ整備、

研究開発、規制・制度改革に一体的に取

り組むとともに、成長を支える情報通信

技術の戦略も、策定します。 



 

重点計画－２００８ 平成 20年 8月 20日 

中長期的な視点に立脚したＩＴ分野の

研究開発を戦略的、重点的に推進する。

また、研究体制・評価制度の整備、研究

成果の活用促進等を通じ競争的で技術

革新を絶えず生み出す研究開発環境を

構築することに取り組む。 

IT 政策ロードマップ 平成 20年 6月 11日 

・ICT 分野における研究開発・標準化・

知的財産戦略の一体的推進 

・我が国の国際標準化活動の強化 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 

担当部局課室名： 情報流通行政局地域通信振興課、放送政策課、 

地方情報化推進室、高度通信網振興課、電波政策課、 

放送技術課、地上放送課、衛星放送課、地域放送課 

施策名 ユビキタスネットワークの整備 
政策体系上の位置付け 

（情報通信（ＩＣＴ政策））政策１２ 

施策の概要 

２０１０年度末までに、ブロードバンド・ゼロ地域を解消するために、条件不利地域等の情報通

信基盤の整備を推進するとともに、地域公共ネットワークの全国的普及の推進への取組を実施す

る。 

 また２０１１年地上デジタル放送への移行に万全を期すため、地上デジタル放送の推進のための

総合的な対策を実施するとともに、日本のプレゼンス、国際世論形成力を向上させるため、ＮＨＫ

による映像国際放送の充実等を図る。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

平成２０年度は、平成１９年度から引き続き、国民生活において不可欠なものとなっている情報

通信サービスを全国で利用できる環境を整備するため、情報通信基盤を整備する地方公共団体等へ

の支援等を行ってきたところであり、ブロードバンドサービスエリアの世帯カバー率（推計）の指

標等をみると一定の有効性等があったといえる。放送政策の推進については、携帯端末向けマルチ

メディア放送に関して、法律案が国会に提出されるなど、調査研究の結果が着実に政策に反映され

ている。地上デジタルテレビジョン放送への完全移行については、デジタル中継局の整備状況、国

民におけるアナログ放送の終了時期の認知度は順調に推移しており、また、デジタル対応受信機器

についても当初の目標に近い水準まで普及が進みつつある状況である。映像国際放送の充実につい

ても、本年 2月より新たな外国人向け映像国際放送が開始されるなど、着実に効果をあげているも

のと認められる。 

（必要性） 

情報化が進展する今日、多くの情報通信サービスが国民生活に不可欠なものとなっているが、民

間事業者の採算性の観点から地域ＩＣＴ基盤の整備等が期待できない地域が多数存在している。こ

れらの課題解決に向け地域ＩＣＴの基盤整備、利活用、人材育成について国が各取組の整合性を図

り、中長期的・総合的観点から統一的に実施することが、地域情報化の効率的・効果的な推進には

不可欠である。 

なお、本施策は、ＩＴ新改革戦略及び重点計画－２００８の推進の一環として実施される施策で

あり、国の責務において行われる必要がある。 

放送のデジタル化については、２０１１年７月のデジタル放送への完全移行が円滑に行われるよ

う、国民への働きかけや送受信環境の整備促進等について、引き続き対応していく必要がある。国

際放送についても、放送に係る国際競争力強化のため、引き続き取組を進めていく必要がある。 

（有効性） 

ブロードバンド・ゼロ地域の解消や地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図るため

の地方公共団体等への支援の取組については、ブロードバンドサービスエリアの世帯カバー率（推

計）が平成２０年９月末時点では９８．６％となっている等、着実に進捗していることから、有効

性が認められる。 
地上デジタルテレビジョン放送への完全移行については、デジタル中継局等の整備状況が９

７％、 
国民におけるアナログ放送の終了時期の認知度が８９．６％に達しており、また我が国のデジタル

放送方式が新たにペルーにおいて採用されるなど、有効性があると認められる。 

様式１ 



 

（効率性） 

ブロードバンド・ゼロ地域の解消については、個々の地域におけるブロードバンドの具体的な整

備について、関係する地方公共団体、事業者等の関係者と連携し適切な役割分担を行い、効率的に

実施している。地上デジタルテレビジョン放送への完全移行に向けて、国民の理解醸成、受信機器

の普及、共聴施設のデジタル化改修、デジタル中継局の整備等の推進に当たっては、放送事業者、

メーカー、販売店、地方公共団体等の関係者と連携し適切な役割分担を行い、効率的に実施してい

る。 
なお、アナログ放送の難視聴解消事業については、平成２０年度で終了した。 

（反映の方向性）  

・残りのブロードバンド・ゼロ地域を解消すべく、民間による整備を促進していくとともに、条

件不利地域等において、情報通信基盤の整備を行う地方公共団体等への支援を実施していく。 

・地上デジタルテレビジョン放送への完全移行については、残されたわずかな期間で、円滑にデ

ジタル放送に移行できるよう、国民における理解醸成、受信機器の普及、共聴施設のデジタル

改修、デジタル中継局の整備等にさらに徹底して取り組んでいく必要がある。 

・国際放送の強化については、引き続き、対外情報発信力の強化に向けた取組を行う必要がある。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

指標等 目標値 目標年度 18年度 19年度 20年度 

ブロードバン

ドサービスエ

リアの世帯カ

バー率（推計） 

(参考指標) － 95.2% 

（18年度末） 

98.3% 

（19年度末） 

98.6% 

（20年 9月末

時点） 

地上デジタル

テレビジョン

放送受信機の

普及世帯数 

全世帯 

5,000万 

世帯 

23年度 27.8% 

(約 1,400万

世帯相当) 

43.7% 

(約 2,200万 

世帯相当） 

60.7% 

(約 3,035万 

世帯相当） 

 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

・「地域情報通信基盤整備推進交付金」については、平成 21 年度第一次補正予算により、ブロー

ドバンド・ゼロ地域解消の見込みとなったことから、予算要求を行わないこととした。また、「地

域イントラネット基盤施設整備事業」については、行政刷新会議及び総務省事業仕分けの結果を

踏まえ、ブロードバンド・ゼロ地域が解消する見込みであること等を考慮した結果、平成 22 年

度概算要求を行わないこととした。 

・放送のデジタル化の推進については、「国際普及型デジタル放送方式の開発」について、我が国

のデジタル放送方式の国際普及に必要な経費を平成 22年度概算要求に計上したところ、0.44億

円が平成 22 年度予算に盛り込まれた。なお、その他放送のデジタル化の推進に係る施策につい

ては、電波利用料共益事務に該当することを勘案し、「電波利用料財源電波監視等の実施」（政

策 14）において必要な経費として要求することとした。 

・国際放送の強化については、平成 21 年 2 月より新たな外国人向け映像国際放送が開始されたと

ころであり、引き続き我が国からの映像による対外情報発信力強化を図るため、映像国際放送の

実施等に係る経費を平成 22年度概算要求に計上したところ、34.7億円が平成 22年度予算に盛り

込まれた。 



 

【税制改正要望】 

「次世代ブロードバンド基盤整備促進税制（地方税）」について、「地域情報通信基盤整備推

進交付金」等による公的整備に加え、民間事業者による営業エリア拡大により 2010 年度末まで

にブロードバンド・ゼロ地域を解消する必要があるところ、今後、民間事業者による営業エリア

拡大によりブロードバンド・ゼロを解消しようとする地域については、これまでに営業エリアを

拡大してきた地域と比較して営業的に条件がより厳しく、地元の強い要望や市町村による加入世

帯の確保等の取組が営業エリア拡大の前提となっている。そのため、当該地域において営業エリ

アの拡大をしようとする民間事業者に対して採算ライン引き下げに資するインセンティブを引

き続き付与し、地元自治体や住民による、より真摯な努力を支援する必要があることから、本税

制について平成 22 年 4 月から 1 年間の延長等を要望した。その結果、当該税制の適用の対象と

なる民間事業者について、資本金の額又は出資金の額が 50 億円未満のものに限定し、対象設備

として電気通信事業者用ＩＰアドレス変換装置等を追加し、税制名を「ブロードバンドによる情

報格差解消税制」に改正した上で、平成 22年４月から１年間延長することが認められた。 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第１６９回国会における

福田内閣総理大臣施策方

針演説 

平成２０年１月１８日 地方の情報通信基盤の整備を行い、市街地の

中心部に公共施設や居住施設を集中したり、

路面電車を導入する取り組みなどを支援しま

す。 

IT 新改革戦略 平成１８年１月１９日 

IT戦略本部決定 

2011 年７月を目標として、「いつでも、どこ

でも、何でも、誰でも」使えるデジタル・デ

ィバイドのないインフラを実現することで、

ユビキタス化を推進する。 

第１５９回国会における

小泉内閣総理大臣施政方

針演説 

平成１６年１月１９日 

 

家庭のＩＴ基盤整備につながる地上デジタル

テレビジョン放送の普及を促進し、暮らしの

中でＩＴを実感できる社会を実現いたしま

す。 



 
平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 担当部局課室名： 情報通信国際戦略局国際政策課 他 ５課室 

施策名 ＩＣＴ分野における国際戦略の推進 
政策体系上の位置付け 

（情報通信（ICT政策））政策 15 

施策の概要 

 政策の基本目標達成に向けて、二国間・多国間の政府間協議、国際機関への貢献により、Ｉ
ＣＴ分野における国際的な課題解決、連携強化等を図る。また、多様な手段を用いた我が国Ｉ
ＣＴに関する情報発信及び国際動向の調査を実施することにより、国際的な相互理解の増進及
び我が国ＩＣＴ企業の海外展開支援を図る。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

 
（総合的評価） 

海外への情報発信及びセミナー・シンポジウムの開催を戦略的に取り進めることにより、重
点３分野（地上デジタル放送方式、次世代ＩＰネットワーク及びワイヤレス分野）における我
が国ＩＣＴ産業の海外展開支援を効率的に推進している。また、二国間及び多国間協議等への
積極的な参加を行うことにより、ＩＣＴ分野における国際的な課題解決、連携強化への貢献を
果たしている。 

 
（必要性） 

二国間・多国間の政策協議については、我が国ＩＣＴの発展を図る上で、円滑な国際関係の
構築を進めるための手段として必要不可欠である。また、国際電気通信連合、アジア太平洋電
気通信共同体などの国際機関において、ＩＣＴ分野における課題解決に向けた取り組みが進め
られていることから、国際機関等における会議への参画及び意見交換も必要性がある。戦略的
な海外への情報発信を官民の連携により行うセミナー・シンポジウム等の開催については、Ｉ
ＣＴ分野における国際展開支援のため、必要性がある。 

 
（有効性） 

二国間・多国間の政策協議、国際機関等会議への参画及び意見交換を実施することにより、
円滑な国際関係の構築に繋がるとともに、国際機関の重要ポストに我が国の出身者が就任する
など、我が国のプレゼンス向上が実現。また、各種国際協力施策を進めることで、我が国ＩＣ
Ｔへの理解が深まり、ＩＣＴ分野の国際展開支援に繋がっている。 

 
（効率性） 

ＩＣＴ分野における国際的な協力の推進及び課題解決については、二国間・多国間の政策協
議、国際機関等における会議への参画及び意見交換の実施のみならず、人材育成研修や国際共
同実験などのプロジェクトも実施することにより、二国間・多国間の良好な関係構築の実現を
図っている。また、ＩＣＴ国際展開支援の推進については、リソースを集中するために重点分
野を定めるとともに、実施に際しては、ミッション団派遣、セミナー・シンポジウムを官民で
連携することで、民間が個別に蓄積しているノウハウも活用して、より効率的な施策推進を図
っている。 

 
（反映の方向性）  

二国間協議については、今後、ＩＣＴ国際展開支援のための重点地域の策定等を踏まえ、実
施相手国及び開催頻度について見直しを行う。アジア各国等への協力については成果が上がっ
ているところ、アジア地域以外にも、ＩＣＴ国際展開上必要性の認められる中南米地域などの
国についても重点対象とし、着実な成果の実現を図る。なお、国際情報ハブ形成のための高度
ＩＣＴ共同実験については、一定の成果が得られたため、平成２０年度をもって終了する。 
 

 【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

様式１ 



指標等 目標値 目標年度 18年度 19年度 20年度 

二国間での政策

協議、国際機関等

における会議へ

の参画及び意見

交換の実施状況 

国際会議への参

画及び意見交換

の実施 

20年度 

(単年度) 

・ITU全権委員会議、ASEM 
ICT閣僚会合に政務官
が出席 

・ASEANとの電気通信及
びIT担当大臣会合に
出席 

・仏と共催したICTシン
ポジウムに副大臣が
出席。EU、英、独、仏
等との間で定期協議
を開催  等 

・APT事務局長に我が国
の擁立候補が当選 

・ITU研究委員会の議長
に我が国の擁立候補
が当選  

・APEC、OECDのICT関係
会合への出席やEU、
英、豪、加等との政策
協議  等 

・OECD、APEC、ASEANの枠
組みにおけるICT関係会
合に総務省閣僚級が参
加 

・ITU「ICTと気候変動に
関するシンポジウム」、
ＷＴＳＡ等への参加 

・APT事務局長に我が国の
擁立候補が再選     
等 

アジア諸国との

間でＩＣＴ分野

での協力関係の

推進状況 

10カ国以上 

 

20年度 

(単年度） 

累計１２カ国 累計１３カ国 累計１３カ国  

 

アジア諸国との

間でＩＣＴ分野

での協力関係の

推進状況 

3000人 20年度 ５９４人 

 

６５３人 

 

５１１人 

海外におけるセ

ミナー・シンポジ

ウム等の実施状

況 

海外におけるセ

ミナー・シンポジ

ウム等の実施 

20年度 

(単年度) 

－ ・我が国ＩＣＴ重点３分
野の国際普及に向け
て、チリ、アルゼンチ
ン、フィリピン、ベト
ナム、マレーシア等に
総務大臣等が採用・普
及の働きかけを実施 

・我が国ＩＣＴ重点３分
野の国際普及に向けて、
チリ、アルゼンチン、ペ
ルー、フィリピン、ベト
ナム、マレーシア等に採
用・普及の働きかけを実
施 

国際情報ハブ形

成のための高度

ＩＣＴ共同実験

の実施状況  

 

実施した実験の

数 （累計）５以

上  

実験に参加した

機関数（累計）２

０以上  

20年度 

 

－ ・遠隔教育システム、超
高精細医療画像の伝送
技術及びＩＰ電話の国
際相互接続の実証実験
等の５実験を実施し、ア
ジア諸国の大学、民間企
業等の２３機関が参加  

・２０年度より、環境コ
ンテンツ流通基盤システ
ムの実証実験を新たに実
施したことにより、累計
は実験数が７、参加した
機関は２７となった。  

 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

・評価結果を踏まえ、ユビキタス関連技術等の国際展開を円滑に進めるための総合的な施策を展開

するため、「ＩＣＴ先進事業国際展開プロジェクト」の推進のための経費を拡充した上で平成 22

年度概算要求に計上したところ、24.3億円が平成 22年度予算に盛り込まれた。 

・評価結果を踏まえ、二国間、多国間及び国際機関の各種会議への積極的な参加等を行うための経

費を平成 22 年度概算要求に計上したところ、ＡＰＥＣ第 8 回電気通信・情報産業大臣会合の招致、

ＩＴＵ全権委員会議の準備等に係る経費を含む 1.8億円が平成 22年度予算に盛り込まれた。 

【機構・定員要求】 

・評価結果を踏まえ、我が国のＩＣＴの国際展開支援に係る、諸外国の事情の調査及び分析業務・

海外等の連絡・調整義務の増加に対応するための体制整備を図るため、重点地域の市場動向、政府

動向等の調査分析及び海外との連絡・連携等の業務を担当する係員の増員を平成 22 年度機構・定

員要求に計上した。その結果、係員１名の増員が措置された。 

・評価結果を踏まえ、ＩＣＴ分野における国際展開に係る二国間協議等の増加に伴う体制整備を図

るため、中南米諸国における地上デジタル放送日本方式採用国等に対する二国間及び多国間の国際

会議、導入支援等の業務を担当する専門職の増員を平成 22 年度機構・定員要求に計上した。その

結果、専門職１名の増員が措置された。 

・評価結果を踏まえ、ＷＴＯドーハラウンドの再開やＥＰＡ/ＦＴＡの拡大を受けた多国間・二国

間経済連携交渉の高まりに関する事務の増加に伴う体制整備を図るため、国際機関及び国際 

交渉の要請の対応等の業務を担当する係員の増員を平成 22 年度機構・定員要求に計上した。その

結果、係員１名の増員が措置された。  

 



 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

経済財政改革の基本方針

2008 
平成 20年６月 27日 

「ＩＣＴ成長力強化プラン」に基づき、官民連

携の下、地上デジタル放送等の情報通信基盤の

整備及びその徹底活用を進め、2011 年までに

経済社会・地域とＩＣＴの融合を目指す。 

ＩＴ政策ロードマップ  平成 20年６月 11日 Ⅲ３「つながり力」発揮による経済成長の実現 

重点計画―2008 平成 20年８月 20日 

３．３．１ 国際競争社会における日本のプレ

ゼンスの向上 

３．３．２ 課題解決モデルの提供による国際

貢献 



 

  

平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 情報流通行政局郵政行政部企画課他 ５課室 

施策名 郵政行政の推進 
政策体系上の位置付け 

（郵政行政）政策１６ 

施策の概要 

郵政民営化の確実かつ円滑な実施を確保するため、民営化各社等に対する必要な監督業務（命令、

報告等）を行うとともに、郵政民営化や諸外国の郵便制度改革など郵便及び信書便分野における新

たな展開を踏まえ、郵便・信書便制度全般について包括的・抜本的に見直すための検討を実施する。

信書便事業については、新規参入の促進及び信書便に関する利用者の認知度の向上を図るため、周

知・広報活動を推進する。 
さらに、国際郵便サービスにおける利用者利便の向上やサービスの多様化のため、万国郵便連合

（UPU）等の議論に我が国政策を反映させていくために人的貢献や財政的貢献を継続的に行う。

特に、UPU 大会議（４年に１度開催）、アジア＝太平洋郵便連合（APPU）大会議（４年に１度開

催）においては、各種議案の審議に積極的に参画しつつ我が国提出の議案の採択に努めるほか、参

加各国と意見・情報交換を行うなどし、相互の理解を深める。 

施策に関する

評価結果の

概要と達成す

べき目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

日本郵政グループ等に対する命令、報告徴求など必要な措置を講じ、郵政民営化の確実かつ円滑

な実施を促した。 

国際郵便サービスにおける利用者利便の向上やサービスの多様性の確保のため、我が国の国際郵

便に係る政策を国際郵便の取扱いに関する取決め等に確実に反映させるべく、各種会合に積極的に

参画した。また、国際郵便に関する政策協調を推進する目的で、ＵＰＵに対して人的・財政的にも

貢献した。 

信書便事業に関しては、平成２０年度において、信書便事業者が合計２８３者になるなど、信書

便事業への参入は着実に進んでいる。また、平成１９年２月から始まった「郵便・信書便制度の見

直しに関する調査研究会」において、同年１１月に中間報告が、また、２０年７月に最終報告書が

取りまとめられ、これを受けて検討が進められた。 

（必要性） 

郵政民営化の確実かつ円滑な実施のため、日本郵政グループ等に対する命令、報告徴求等の監

督上の措置が必要である。また、国際郵便等については、ＵＰＵやＡＰＰＵ等の国際会議に出席

し、国際協調を図りながら、国際郵便の取扱いに関する取決め等へ我が国の政策を反映させる必

要がある。さらに、信書便事業については、法律の目的である利用者の選択の機会を拡大するた

め、信書便事業に関する周知・広報及び制度の見直しは行政が実施すべきであり、必要性が認め

られる。 

（有効性、効率性） 

・日本郵政グループ等に対する命令、報告徴求等の監督上の措置を講じることにより、郵政事業

の適正かつ確実な実施を促した。 

・国際郵便等においては、特に、ＵＰＵの各種会合に積極的に参画し、人的、財政的に貢献した

こともあり、本邦提案の勧告案等３件がすべて採択されたほか、郵便業務理事会理事国選挙では

第１位で当選した。 

・信書便事業への参入は１９年度と比較して着実に進展し、また、２０年７月に取りまとめられ

た「郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会」最終報告書を受けて検討が行われている。 

こうした取組から一定の有効性が認められる。 

（反映の方向性）  

・日本郵政グループ等において、例えば、郵便事業株式会社において郵便物残留事故等問題が発

生しているため、引き続き命令、報告徴求等の監督を通じて、郵政民営化の確実かつ円滑な実施

を確保する必要がある。 

様式１ 



 

 

・引き続き、ＵＰＵ等を通じた国際協調の推進により、利用者利便の向上に資するよう取り組む

必要がある。 

・引き続き、ユニバーサルサービスを確保しつつ信書便事業への参入を促進することにより、利

用者の選択の機会の拡大を図る必要がある。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

主な指標 １８年度 １９年度 ２０年度 
日本郵政グループ等の監督 郵便局のネットワーク水準やサービス水準の維持等、郵政民営化の確

実かつ円滑な実施を確保するため、日本郵政グループ等に対して、命

令・報告徴求等必要な措置を講じた。 
ＵＰＵ活動への人的貢献 
（職員の派遣）  

１名 １名 １名 

ＵＰＵ活動への財政的貢献 
（分担金）  

１７３百万円 
(1,968 千ｽｲｽﾌﾗﾝ)  

１９１百万円 
(2,031 千ｽｲｽﾌﾗﾝ)  

１９８百万円 
(2,000 千ｽｲｽﾌﾗﾝ)  

信書便事業者数  ２１３ ２５３ ２８３ 
１号役務（90cm 超又は４kg 超の信書便物の送達の役務） 

１７６ ２０６ ２３５ 
２号役務（３時間以内の送達の役務） 

７７ ９６ １０３ 
３号役務（1,000 円超の料金の役務） 

１０１ １２４ １４１ 
 

評価結果の

政策への反

映内容 

【予算要求】 

国民生活を支える郵政行政を推進するため、「郵政事業の抜本的見直しのための情報収集」、「郵

便・信書便事業におけるユニバーサルサービス確保と競争環境整備」、「国際政策の推進」及び「国

際機関への貢献」に要する経費を平成22年度概算要求に計上したところ、4.1億円（平成21年度予算

4.4億円）が平成22年度予算に盛り込まれた。  

【機構・定員要求】 

郵便・信書便事業におけるユニバーサルサービス確保及び競争環境整備の確立のため、調査係長

及び調査係員（計2名）の増員を平成22年度機構・定員要求に計上したところ、その増員が措置され

た。 

【税制改正要望】  

郵政民営化の確実かつ円滑な実施のため、「郵便貯金銀行及び郵便保険会社が郵便局株式会社に 

業務委託する際に支払う手数料に係る消費税の非課税措置の創設」を要望した。消費税を含む税制

の基本的な考え方等に基づき、国会や与党におけるこれまでの議論、「郵政改革の基本方針」（平

成21年10月20日閣議決定）等に沿った検討も踏まえつつ、ユニバーサルサービスの担保等のための

政策のあり方の観点から、所要の検討を行うこととされた。  

関係する施

政方針演説

等内閣の重

要政策（主な

もの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第１７０回国会（臨時

会）総務委員会におけ

る総務大臣所信表明 

（衆議院） 

平成 20年 11月 11日 

（参議院） 

平成 20年 11月 13日 

昨年十月の郵政民営化から一年余りが経過しました。民営化

各社は、新規サービスの展開等に努めておりますが、一方で、

地域の住民等から、簡易郵便局の一時閉鎖や郵便配達員による

貯金受入れの制限等、様々なご指摘もあるところです。政府と

して、民営化後の状況を十分に検証し、必要な改善を行ってま

いります。 

第１７１回国会（常

会）総務委員会におけ

る総務大臣所信表明 

（衆議院） 

平成 21年 2月 13日 

（参議院） 

平成 21年 3月 12日 

民営化後、簡易郵便局の一時閉鎖、郵便配達員による貯金受

入れの制限、郵便局における金融サービスの維持に関する懸念

等、地域の住民等から様々なご指摘を頂いているほか、「かんぽ

の宿」の譲渡をめぐる問題など、課題が山積しております。政

府として、こうした課題に適切に対応するのはもちろんのこと、

民営化後の状況を十分に検証し、民営化を前提としつつ、郵政

民営化委員会の意見も踏まえ、大胆に見直しを行ってまいりま

す。 



 

平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

担当部局課室名： 大臣官房総務課管理室・特別基金事業推進室 

施策名 一般戦災死没者追悼等の事業の推進 
政策体系上の位置付け 

（国民生活と安心・安全）政策 17 

施策の概要 

一般戦災死没者追悼事業の継続を推進し、一般戦災の実態について国民の理解を深める。 

旧日本赤十字社救護看護婦等へ書状の贈呈を行う。 

平和祈念展示資料の記録・保存等に関する検討会の開催。 

施策に関す

る評価結果

の概要と達

成すべき目

標等 

【評価結果の概要】 

あらかじめ目標（値）を設定した指標については遺族の高齢化により対象者数が減少してい

ることから、追悼式等への参列者数の漸減傾向がみられるものの、参考となる指標も含め全体

としては効果をあげており、基本目標の達成に向けた着実な取り組みがなされている。 

（必要性） 

① 戦後 60年余りが経過し、遺族の高齢化が進み戦災の実体験者の減少が顕著であることから、

一般戦災に対する意識が風化しないよう普及啓発を推進する必要がある。 

② 戦時衛生勤務に従事しながら、実勤務年数が足りず慰労給付金支給の対象とならない旧日本

赤十字社救護看護婦等に対し、関係者の心情及び強い要望を踏まえ、平成 10 年度より書状を

贈呈する事業を行っているが、年々の書状贈呈状況及び反響を見る限りにおいては、未だ受け

取られていない方々が少なくないと推測されることから、事業の必要性が認められる。 

③ 平和祈念展示資料の記録・保存等に関する検討会」(座長：亀井昭宏早稲田大学商学学術院

教授)は、平成 20 年４月に第１回目の会合を開催して以来８回の議論を重ね、平成 21 年６月

に報告書を取りまとめたところである。 

報告書では、 

・兵士・抑留者・引揚者の労苦を風化させないため、貴重な実物資料を常設展示する場が重要 

・そのため、平和基金から資料館を受け継ぎ、引き続き国が運営していくべき 

・運営に当たっては、日常的な管理・運営業務はノウハウをもつ民間に委ねるなど、効果的・

効率的な体制とすべき 

・全国に向けても発信できるよう、地方展示会やデジタル・アーカイブが有効等との検討結果

を取りまとめ、貴重な提言をいただいたところ。（詳細は、「平和祈念展示資料の記録・保存

等に関す検討会報告書」参照） 

このように、検討会報告書においても、恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者に対する

労苦に係る展示等について必要性、有効性について提言をいただいている。 

（有効性） 

① 遺族の高齢化により、追悼式等への参列者は減少しているものの、遺族に限らず入場できる

展示会については年々入場者数が増加しており、アンケートにおける「非常によい又はよい」

旨の回答割合についても高水準で推移していることから、一般戦災の普及啓発として有効であ

ると考えられる。 

② 書状贈呈事業は平成 10 年度から開始されているが、書状贈呈への問い合わせが現在でも年

間 700件近く寄せられており、新聞等による広報活動は有効であると考えられる。 

様式１ 



 

（効率性） 

① 遺族に対しては追悼式等参列旅費の補助、一般戦災の経験のない方々に対しては普及啓発資

料の配布等を行うほか、一般戦災の情報を得る機会の少ない地方在住者に対しては展示会を開

催するなど、異なる層への適切なアプローチを併用することで、効率的な普及啓発を行ってい

る。 

② 書状贈呈における広報活動は新聞等の紙媒体、それ以外にもテレビやラジオといった高齢者

の目に留まり易い方法で行っており、効率的であると考えられる。 

（反映の方向性）  

① 遺族の高齢化に伴い、追悼式等への参列者数が漸減しており、参列遺族の対象者の範囲を拡

大する方向で検討を行う。  

② 旧日本赤十字社救護看護婦等のうち、未だ書状を贈呈されていない方々がおり、引き続き、

書状贈呈を行っていく。 

③ 平和祈念展示資料の記録・保存等に関する検討会の検討結果を踏まえ、検討していく。 

施策に関す

る評価結果

の概要と達

成すべき目

標等 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 
 

指標等 目標値 目標年度 分析の視点 18年度 19年度 20年度 
全国戦没者追悼式

への一般戦災死没
者遺族参列数 100名 20年度 

遺族代表者の高齢化が進んでお

り、参列対象者数の漸減が見込ま
れるが、適切な広報活動が行われ
ることにより、参列者数が維持さ

れているか。 

98名 93名 79名 

太平洋戦全国空爆
犠牲者追悼平和祈

念式への一般戦災
死没者遺族参列数 

90名 20年度 

遺族代表者の高齢化が進んでお
り、参列対象者数の漸減が見込ま

れるが、適切な広報活動が行わ
れ、参列者数の維持が行われてい
るか。 

90名 95名 86名 

戦災に関する展示
会の入場者数 700名 20年度 

適切な広報活動が行われ、その効
果が入場者数に反映されている

か。 

857名 1,021名 1,084名 

戦災に関する展示
会のアンケートに

おける「非常によ
い又はよい」旨の
回答の割合 

80% 20年度 

一般戦災の事実を伝えていくに
あたり適切な内容とされており、

入場者から肯定的な評価を得ら
れているか。 

93% 91% 90% 

旧日本赤十字社救
護看護婦等への書

状贈呈数 80名 20年度 

未だ贈呈されていない対象者に
対し、適切な広報活動が行われ、

未贈呈者の解消が図られている
か。 

145名 143名 74名 

評価結果の

政策への反

映内容 

【予算要求】 

・ 評価結果を踏まえ、前年からの継続事業については着実な効果をあげており、基本目標の達成

に向けた着実な取り組みがなされていることから、前年同程度の要求し措置された。 

・ 評価結果を踏まえ、独立行政法人平和祈念事業特別基金（以下、「平和基金」）廃止後も国と

して労苦継承事業を継続するため、資料展示施設、地方展示会等の予算 3.3 億円を平成 22 年度

予算を要求し措置された。 

【制度改正】 

平和基金廃止後の資料の記録・保存等のあり方について、有権者による検討会が本年 6月に取り

まとめた報告書では、兵士・抑留者・引揚者の労苦を風化させないため、実物資料等を常設展示す

る場が重要であり、平和基金が保有する貴重な資料を受け継ぎ、資料展示施設などを国が運営して

いくことが必要とされているため、今後、国が事業を受け継ぐ予定。 

【機構・定員要求】 

評価結果を踏まえ、平和基金廃止後も国として労苦継承事業（資料展示施設の運営、地方展示会

及び資料の収集等）を継続して運営していくための事務処理体制整備として、５名の増員を要求し

措置された。 

関係する施政方

針演説等内閣の

重要政策（主なも

の） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

― ― ― 

 



  

平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 恩給企画課他 ２課 

施策名 恩給行政の推進 
政策体系上の位置付け 

（国民生活と安心・安全）政策 18 

施策の概要 
恩給の申請手続等の簡素化、合理化による受給者等の負担軽減、恩給請求の正確・迅速な処

理、恩給相談対応の充実を通じ、高齢化した受給者等に対するサービスの向上を図る。 

施策に関する評

価結果の概要と

達成すべき目標

等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

あらかじめ目標（値）を設定した指標について、年度末における請求未処理案件比率は 0.6． 

月分（目標値 0.5月分）、恩給相談電話混雑率は 21.6％（目標値 20％）と両指標とも進展が 

見られ、概ね目標値を達成できた。また、参考となる指標のうち恩給相談者（来訪者）の満 

足度・納得度については 95％の者から満足したとの回答があり、全体として基本目標の達成 

に向けた着実な取り組みがなされている。 

（必要性） 

恩給受給者数は 101 万人を数え、受給者等からは未だ数多くの請求・申請・届出が寄せら

れていること、また、平均年齢も 86.3歳と高齢化が進んでいること等を踏まえ、受給者等か

らの届出書の提出負担の軽減、請求者等への迅速な処理結果の通知、恩給相談電話混雑率の

低下、相談者の満足度の向上に努める等を通じて受給者等に対するサービスの向上を図る必

要がある。 

（有効性） 

年度末未処理案件比率においては、要員の適正な配置、事務処理方法等の見直し、恩給申 

請請処理の迅速化を図ったこと、恩給相談電話混雑率においては、恩給相談電話システムの

導入、電話相談が集中する時間帯に恩給相談担当職員（再任用短時間勤務職員）を集中的に

配置する等により、それぞれ前年度と比較し進展が見られ、概ね目標値を達成したことから

有効性が認められる。 

（効率性） 

恩給業務の業務・システム最適化に係る電子計算機の借入れ等経費について、競争入札を

行い約 63百万円のコスト削減が図られたことから、効率性が認められる。 

  恩給事務説明会については、各ブロック単位（７）での開催から東京１か所に集約するこ

とにより経費を削減し、事務の効率化を図る。 

（反映の方向性）  

  平成 22 年４月を目途とする「恩給業務の業務・システム最適化計画」の開始に向けた準備

を着実に進め、審査業務の効率化・迅速化や届出書等の提出負担の軽減を行うとともに、懇

切丁寧な相談対応の更なる徹底や恩給相談担当職員の電話混雑時間帯における重点配置等を

通じて、受給者等に対するサービスの一層の向上を図ることとする。 

また、事務効率化の観点から、恩給事務説明会を集約する方向で検討を行う。 

なお、平成 19年４月から日本郵政公社から引き継いだ債権管理事務については、恩給制度 

全体の信頼性の確保の観点から、引き続き適切な実施を図るとともに、債権のより効果的な

回収方策等について検討を行う。 

様式１ 



 

 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

指標等 目標値 分析の視点 18 年度 19 年度 20 年度 

年度末におけ

る請求未処理

案件比率 

0.5 か月分 恩給申請処理の迅速性という観点

から、未処理案件の減少について

左の目標値の達成に向け適切な

取組が行われているか。 

0.6 月分 

(1,364/2,200) 

0.9 月分 

(1,841/2,048) 

0.6 月分 

(1,079/1,960) 

恩給相談電話

混雑率 

20％ 恩給相談対応の充実という観点か

ら、恩給相談電話の混雑率の低下

について左の目標値の達成に向

け適切な取組が行われているか 

30.3％ 39.3％ 21.6％ 

恩給受給者数 (参考指標) 

 

恩給行政推進の政策の背景を説

明するための参考指標 

114 万人 108 万人 101 万人 

恩給受給者の

平均年齢 

84.9 歳 85.6 歳 86.3 歳 

恩給相談件数 (参考指標) 恩給相談対応の充実を図る観点

から、恩給相談者が満足・納得す

る対応が取られているか。 

246,331 件 266,980 件 249,889 件 

恩給相談者（来

訪者）の満足

度・納得度 

－           －         95％ 

 恩給相談のための来庁者に対するアンケート（169

人）において「満足した」との回答があった方の割合。 
 

評価結果の政策

への反映内容 

【予算要求】 

・恩給業務・システム最適化の着実な実施のため、恩給事務総合システム運用に係る予算を要

求し、1.7億円（平成 21年度予算 4.5億円）を平成 22年度予算に盛り込んだ。 

・恩給事務説明会について、各ブロック単位（７）での開催から東京１か所に集約することに

より、△1百万円（平成 21年度予算 1百万円）を減額した。 

【機構・定員要求】 

①多種多様な恩給相談に迅速かつ円滑に対応するため、②恩給請求に関する専門事項の審査

を効率的に行うため、③恩給等の債権管理事務を適正かつ円滑に行うため平成 22年度機構・定

員要求において、再任用短時間勤務職員 10人（恩給相談専門職４人、恩給審査専門職３人、債

権調査専門職３人）が認められた。（定員要求） 

関係する施政方

針演説等内閣の

重要政策（主なも

の） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

規制改革推進のための３か年

計画 

平成 19 年

６月 22 日

閣議決定 

恩給の支払事務は、現在、郵便局で行われている

が、恩給受給者の利便の向上のため、支払事務と

併せて行われている窓口相談・債権管理事務が円

滑に行われるための条件整備を始めとして、支払

事務を民間金融機関においても行うことができ

るよう、結論を得て、金融機関等関係者のシステ

ム整備を前提として、所要の措置を講じる。 

規則改革推進のための３か年

計画（改定） 

平成 20 年

３月 25 日

閣議決定 

同上 

【恩給給与細則の一部を改正する総務省令（平成

19年総務省令第 122号）】 

平成 19年度 措置済（10月施行） 



平成21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 
 担当部局課室名： 統計局総務課 

施策名 公的統計の体系的な整備・提供 
政策体系上の位置付け 

（国民生活と安心・安全）政策19 

施策の概要 

・我が国の統計全体の体系的整備、統計の信頼性の確保、報告者負担軽減等の観点から、統計制
度の企画・立案、基準の設定及び調整並びに社会経済情勢を把握するための基本的かつ重要な統
計の作成を行う。 
・統計調査の量的・質的内容の向上を図り、統計利用者のニーズに応じた統計を提供する。 
・統計ユーザーの利便向上に対応する統計情報の的確な提供を実施する。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべき

目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 
・ 経済・社会の環境変化に対応した統計体系の整備を図るため60年ぶりに統計法の全面改正
を実施したこと及び統計調査を確実に実施し、統計需要や、調査環境の変化に対応した調査
方法の改善等目標（値）を設定した指標及び参考となる指標双方ともほぼ目標を達成できて
いることから、基本目標の達成に向けた着実な取組がなされている。 

（必要性） 
 ・ 統計制度を企画立案及び調整すること及び統計に関する国際協力を推進することは、国民・

企業等の様々な意思決定のための「社会の情報基盤」として、重要かつ基本的な役割を果た
すもので必要不可欠なものである。 

 ・ 地方公共団体職員及び統計調査員の資質向上のための研修、統計調査員の確保及び統計知
識等に関する普及啓発を目的とする事業の実施は統計調査の円滑な実施のために必要不可欠
なものと認められる。 

・ 国勢の基本に関する統計は、国民生活の向上や社会経済の発展に必要不可欠なものである。 
・ 統計調査の結果等を政府統計の総合窓口（e-Stat）及びホームページから的確に提供をす
ることは、統計利用者の利便性の向上につながることに加え、統計情報の正確性、信頼性の
担保の観点からも重要なことであり、行政が自ら責任を持って実施する必要がある。 

（有効性） 
・ 新たな統計法の制定や統計体系の整備、統計調査の重複是正や報告者負担の軽減等からの
統計調査の審査の実施等、統計行政の正確かつ効率的に運営するための統計制度改革が着実
に推進されており、有効性が認められる。 

・ 統計調査の円滑な実施のための体制及び国民の協力の確保のために統計調査の現場を担う
地方公共団体の職員及び統計調査員に対し、必要な研修の実施、統計調査実施のための登録
調査員の確保事業及び統計知識等の普及を目的とした広報活動を行っており、有効性が認め
られる。 

・ 経済センサスやサービス産業動向調査の創設等各方面からの統計利用ニーズを踏まえた統
計調査の見直しを行い、調査環境の変化に対応した措置を講じているところであり、その結
果、調査対象の捕捉率の向上などが図られたことから、本施策は有効性があると認められる。 

・ e‐Stat 運用開始初年度の実績として、総務省所管統計ページの統計表へのアクセス件数
が1000万件を超えたことは、各種統計表への利用ニーズが非常に高いことが考えられ、その
取組に有効性があると認められる。 

（効率性） 
・ 公共サービス改革基本方針等を踏まえた民間事業者の活用を推進し、統計調査の質の向上・

効率化を図ってきた。 
・ e-Stat利用者が所管府省を意識せずに必要な統計情報を入手できるようになり、統計情報

提供の効率化を実現した。 
【反映の方向性】 
  様々な経済・社会の環境変化に伴い、ニーズに応じた統計を整備・提供すること又統計調査
を実施する環境を整備することが政策の課題となっている。それらの諸課題については、新し
く制定された統計法、その統計法に基づき公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計画」（「基本計画」）に従い、
今後の統計行政、統計調査の見直しを行い、公的統計の体系的な整備・提供を着実 
に推進していくために取り組む。 

様式１ 



 

また、国勢の基本に関する統計の作成についても、国勢調査等の国勢の基本に関する統計調
査を確実に実施するとともに、「基本計画」に示された措置、方策等について着実に実施するた
め、その実施に当たり具体化が必要な事項について検討を行う。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

指標等 目標値 目標年度 18年度 19年度 20年度 

地方公共団体の職員及び登録調査員

を対象にした研修の満足度 

100％ 

(地方公共団体

の職員研修) 

20年度 89.4％ 

(98.3％) 

91.9％ 

(100％) 

90.9％ 

(98.3％) 

80％ 

(登録調査員中

央研修) 

20年度 86.2％ 

(97.2％) 

83.7％ 

(99.0％) 

79.4％ 

(84.7％) 

80％ 

(地域ブロック

別登録調査員

研修) 

20年度 88.9％ 

(100％) 

85.0％ 

(96.6％) 

91.3％ 

(98.9％) 

統計調査員任命数に占める登録調査

員の割合 

80％ 20年度 79.4％ 81.5% 82.1％ 

統計データ・グラフフェアの入場者を

対象にしたアンケートにおける「今後

統計調査に協力する」旨の回答をした

者の割合 

80％ 20年度 79.9％ 

(85.7％) 

83.3％ 

(86.6％) 

81.0％ 

(87.8％) 

統計調査結果の提供状況  20年度    
・ホームページアクセス件数 412万件 426万件 404万件 319万件 

・政府統計の総合窓口（e-Stat）の総

務省所管統計ページへのアクセス件

数 

6万2000件 20年度 

 

－ － 1015万 

6000件 

・e-Statを通じて統計表の提供が可能

な総務省所管統計数 

37統計 20年度 － － 23統計 

・総合統計書の刊行 年刊５冊 

月刊１冊 

20年度 年刊６冊 

月刊１冊 

年刊６冊 

月刊１冊 

年刊５冊 

月刊１冊 

  （注）１ 18年度～20年度推移欄の（ ）内は、無回答だった者を除いて算出した割合。 

２  

 

 

 

 

 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

・ 国勢の基本に関する統計のうち、最も基本的な統計調査である平成22年国勢調査の実施に当

たり、調査の円滑な実施を確保するため、照会・苦情への対応を一元的に行うコールセンター

を設置するための経費（平成22年度予算額：11.9億円）。 

・ 国勢の基本に関する統計を適時的確に作成していくため、経常的に実施している統計調査（労

働力調査等）及び周期的に実施している統計調査（平成22年国勢調査等）などに要する経費（平

成22年度予算額：692.9億円〈平成21年度予算額140.4億円〉）。 

なお、行政刷新会議の事業仕分けで「国勢調査の実施」について、「予算要求の縮減（５～

10％程度を縮減）」と評決され、人件費を除く事業費を▲10％程度縮減した。 

・ 新しく制定された統計法、「基本計画」に基づく施策（基本計画の内容を推進するための調

査「サービス活動の計測に関する国民的需要調査」等の実施）の推進、地方における統計組織

の確保等に必要な経費（平成22年度予算額：約122億円）。 

「政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）の総務省所管統計ページへのアクセス件数」の目標値

は、目標設定当初(平成 20 年４月)には総務省所管の統計トップページへのアクセス件数を想

定し記載していたが、ｅ－Ｓｔａｔ(平成 20 年度運用開始)においては、総務省所管の統計ト

ップページへのアクセス件数は把握しておらず、指標について検討を加えた結果、総務省所管

統計ページの各統計表へのアクセス件数の方がより指標として有益と判断したところ。このよ

うなことから、20年度の実績値には、総務省所管統計ページの各統計表へのアクセス件数の総

数を記載した。 

 



（注）「公共サービス改革基本方針」は、平成21年７月に改定されている。 

【機構・定員要求】 

・ 事業所母集団データベース整備のための体制整備を図るため、企画官（省令職）を新設した。

（機構） 

・ 国勢の基本に関する統計を適時的確に作成するため、統計局統計調査部に９名を増員した。

（定員） 

・ 統計法の規定に基づき作成された「基本計画」を踏まえて、産業関連統計の体系的整備の推

進業務に係る体制整備のため、政策統括官（統計基準担当）室に専門官１名を増員した。（定

員） 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

経済財政運営と構造改革に

関する基本方針2006 

平成18年７月７日 

閣議決定 

○  統計法制度を抜本的に改革する新たな統計法を平成19年

２月に国会に提出し、19年５月に成立・公布。 

○ サービス統計の抜本的拡充を図る。 

規制改革・民間開放推進三

か年計画（再改定） 

平成18年３月31日 

閣議決定 

○  ガイドラインの改定等所要の措置を速やかに講ずる。 

○  指定統計調査について、平成19年度までに市場化テス

ト・民間開放を実施するため、規制改革・民間開放推進会議

との連携の下、遅くとも18年度前半までに計画を策定。 

公共サービス改革基本方針

（改定） 

平成20年12月19日 

閣議決定（注） 

○  民間競争入札により事業を実施している科学技術研究調

査について、実施要項等に基づき適切に運営。 

○  科学技術研究調査を除く総務省所管のすべての指定統計

調査について、統計の信頼性を確保しつつ民間開放を推進、

引き続き監理委員会と連携して検討を行い、地方公共団体に

おける民間開放の着実な実施を可能とするために必要な措置

を講じる。 

○  サービス産業動向調査（承認統計調査）について、法の

対象業務とする方向で引き続き監理委員会と連携して検討

し、平成22年５月末までに結論を得る。 



平成 21年度主要な政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況 

 担当部局課室名： 消防庁総務課 他 １４課室 

施策名 

 

消防防災体制の充実強化 

政策体系上の位置付け 

国民生活と安心・安全 

政策２０ 

施策の 

概要 

国民の生命、身体及び財産を災害から守るため、消防防災・危機管理体制の強化を図るとともに、

消防防災・危機管理に対する国民の認識と理解を向上させるための総合的な政策を実施する。 

施策に関する

評価結果の概

要と達成すべ

き目標等 

【評価結果の概要】 

（総合的評価） 

 本政策について、指標の達成状況をみると、「緊急消防援助隊の隊数」や「特定違反対象物数の改

善」など平成 20 年度に目標年度を迎えた指標のうち過半数の指標において目標を達成し、また「救

急救命士の配置された救急隊の割合」や「救急自動車に占める高規格救急自動車の割合」など目標年

度に向けて着実に進捗している指標がほとんどであることがわかり、政策の基本目標に向け着実に取

組の効果が現れていることが認められる。 

 評価内容の充実という視点では、「消防団員数」の指標に加え、新たに「女性消防団員数」、「女性

消防団員を採用している消防団の割合」及び「消防団協力事業所表示制度導入市町村数」を指標とし

て掲げたことにより、進捗状況の詳細な分析を行えるようにしたところである。 

（必要性） 

我が国においては全国どこでも大規模地震が発生する可能性があるとともに、実際に地震や風水害

等の自然災害が頻発している。また、国際情勢・社会経済情勢の変化により、テロや危険物事故、大

規模な人為的事故の危険性が高まっている。 
こうした災害等に揺るがない社会の構築のためには、行政と国民が一体となった、消防防災・危機

管理体制を強化することが必要である。 
（有効性） 

・大規模災害等が発生した場合に全国規模での消防応援を行う緊急消防援助隊は、平成 21 年４月 1

日現在で 4,165隊と平成 20年度末の登録部隊数の目標、4,000隊を達成したことから、施策の有効性

が認められる。 

・地域防災力の中核的存在である消防団の団員数は平成 20 年４月現在で 888,900 人と前年同期の

3,993人の減少となっているが、その減少幅は年々小さくなっている。また、女性消防団員は 16,699

人と前年同期から 1,197人増加しており、これらのことから消防団の確保対策に有効性が認められる。 

・住宅火災による死者数は平成 15 年以降連続して 1,000 人を超えるなど高水準が続いている。こう

した状況を踏まえ、平成 16 年６月に、住宅用火災警報器等の設置を義務付ける消防法改正（新築住

宅については、平成 18年６月１日から、既存住宅については、平成 23年までの各市町村条例で定め

る日から適用。）を行いシンポジウムの開催や各種関係機関・報道機関に情報提供するなどの取組を

行った結果、住宅火災による死者数は平成 18年の 1,187人から平成 19年の 1,148人、平成 20年 1,123

人（概数値）と着実に減少しており、施策の有効性が認められる。 

・平成 19 年中の救急自動車による収容所要時間（救急事故の覚知から医療機関等に収容するまでに

要した時間）は 33.4 分（対前年 1.4 分増）と遅延傾向にある。これは、救急搬送先医療機関が速や

かに決まらないこと等が要因と考えられることから、都道府県が傷病者の搬送及び受入れに関する実

施基準（以下「実施基準」という。）を策定し公表するとともに、都道府県に当該実施基準に関する

協議等を行うために消防機関と医療機関等を構成員とする協議会を設置すること等を義務付けた消

防法改正を行うなど、救急搬送に係る有効な施策を打ち出したところである。 

（効率性） 

大規模災害や国民保護事案が発生した際の効率的な国民への情報伝達のため、市町村防災行政無線

（同報系）や全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の整備を着実に推進している。また、消防救

急無線のデジタル化により、音声のみならず文字情報等のデータ伝送も可能となり、消防指令業務・

消防救急業務の効率化が図られることから、その整備促進を推進している。 

様式１ 



 

（反映の方向性）  

・平成 20 年度においても岩手・宮城内陸地震等の大規模地震が発生し、多大な被害が発生した。こ

うした大規模な災害に対応するため、今後とも緊急消防援助隊の部隊・資機材の増強を進めるととも

に、様々な災害を想定した訓練の実施、関係機関との連携を積極的に推進することが課題である。ま

た、防災拠点となる公共施設等の耐震化など災害に負けない施設等の整備も課題となっている。 

・消防団の充実強化や消防の広域化の推進、消防救急無線のデジタル化推進など国内の消防防災体制

の一層の充実を図ることはもちろん、北朝鮮のミサイル発射事案や核実験、中国四川省での大地震な

ど国際情勢に対応し、国民保護体制の強化や海外への支援体制の強化も重要な課題となっている。 

・年間１千人を超える住宅火災による死者を半減させるため、住宅用火災警報器の普及などによる住

宅防火対策の一層の推進が課題となっている。また、近年発生した小規模な認知症高齢者グループホ

ーム及びカラオケボックス店等における火災を踏まえ、火災の検証や研究を行うとともにその対応策

を検討するなど建築物における防火安全対策が重要な課題となっている。 

・身近な安心・安全を確保するためには、消防団や自主防災組織、婦人（女性）防火クラブ等の地域

に密着した団体の活動支援、連携強化とともに、民間企業とも協働し、住民と行政が一体となった地

域防災力を向上させることが課題である。また、近年の救急需要の増大や救急搬送における選定困難

事案に対処するため、救急体制の強化、救急車の適正利用についての普及啓発、消防機関と医療機関

の連携が重要な課題となっている。 

 これらの課題に対し消防庁では、引き続き効果的な施策を検討するとともに、制度の立案、組織体

制の整備、国民への普及啓発活動等を実施し、総合的な消防防災・危機管理に係る政策を推進してい

く。 

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】 

【緊急消防援助隊の隊数】 

 
 

【消防団員数】 

  18.4 19.4 20.4 
 

  18.4 19.4 20.4 

隊数 3,397 3,751 3,960 
 

団員数 900,007 892,893 888,900 

（目標： 概ね 4，000隊（20年度）） 
 

（目標： 消防団員数の増加（対前年度比）） 

【女性消防団員数】（人） 

 
 

【住宅火災による死者数（放火自殺者等を除く】（人） 

  18.4 19.4 20.4 
 

  18年 19年 20年（概数値） 

団員数 14,665 15,502 16,699 
 

人数 1,187 1,148 1,123 

（目標：18,000人（21年度）） 
 

（目標：50%減（現状の約 1,200人から、23年度） 
 

評価結果の政

策への反映内

容 

【予算要求】 

・評価結果を踏まえ、消防団の新戦力の確保・活動の円滑化、消防団の理解促進・技術の向上、消防

団の活動環境整備のため、「消防団員確保アドバイザー」の拡充・強化、消防団員の技能向上のため

の訓練・研修の実施、「消防団協力事業所表示制度」の全国展開等の事業に要する経費にかかる予算

を要求することとし、1.9億円を平成 22年度において予算措置した。 

・評価結果を踏まえ、市民の安心・安全の確保を担う消防機関が医療機関と連携し、市民が救急車を呼ぶ

べきか否か迷う場合の不安に応える救急相談窓口として、24時間 365日体制の救急安心センターを、全国

に３カ所程度設置するモデル事業に要する経費にかかる予算を要求することとし、3.2億円を平成 22年度

において予算措置した。 

【制度改正】 

評価結果を踏まえ、個室ビデオ店等における火災による被害を防止するため、個室ビデオ店等に設

置する自動火災報知設備の機能を一部強化するとともに、避難経路における煙の滞留を想定した対策

を講じること等を内容とする基準の改正を行った。（平成 21年 9月消防法施行規則の一部改正等）。 

【機構・定員要求】 

・評価結果を踏まえ、実施基準の改定に資する情報提供等の支援、実施基準に基づく搬送及び受入れ

の実態調査及び受入れ医療機関選定困難事案発生時における現地調査の実施、救急安心センターモデ

ル事業の実施及び全国展開に向けた制度構築に従事する職員として、平成 22 年度機構・定員要求の

結果、課長補佐、救急連携係長及び係員の３名が措置された。（定員要求） 

・アナログ通信方式の使用期限である平成 28 年５月末までにデジタル化を完了する必要のある消防

救急デジタル無線をはじめ、防災行政無線、消防防災無線、公共ブロードバンドシステム等の消防防



 

災ネットワークについて、消防防災分野におけるＩＣＴの高度化を図り、我が国の消防防災力の一層

の強化を図る観点から、各システムのデジタル化に向けた各種施策の展開、利活用高度化についての

検討等を集中的に実施する必要があることから、その推進に従事する職員として、平成 22年度機構・

定員要求の結果、消防防災ネットワークデジタル化支援係長が措置された。（定員要求） 

【事務改善】 

・評価結果を踏まえ、消防広域化推進アドバイザーの派遣や消防広域化セミナーの開催等により、国

民への消防の広域化の普及啓発や消防の広域化を検討・推進している市町村等への助言等を行ってい

る。 

・評価結果を踏まえ、平成 18 年度から全国で実施している住宅防火対策推進シンポジウムを、今年

度は全国 16 ヶ所で実施し、住宅防火対策の広報・普及啓発を更に推進することとしている。 

・評価結果を踏まえ、「放火されない環境づくり」推進のため、「放火火災防止対策戦略プラン」の

活用促進及び消防本部における放火監視機器による検証実験を行っている（全国に３ヶ所設置）。ま

た、平成 21 年５月から開催している「重要文化財建造物等に対応した防火対策のあり方に関する検

討会」において、重要文化財建造物における出火原因として放火が多いことに着目し、放火対策につ

いて検討を行っている。    

・評価結果を踏まえ、消防法令に違反している防火対象物の更なる是正推進のため、「立入検査マニ

ュアル」及び「違反処理マニュアル」を改正し、平成 21年 9月に通知を発出した。 

・評価結果を踏まえ、平成 20 年 6 月から開催している「小規模施設に対応した防火対策のあり方に

関する検討会」において、有料老人ホームや児童福祉施設等の小規模施設の多様化・複合化の進展に

対応した防火対策を検討している。 

関係する施政

方針演説等内

閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋） 

第 171 回国会における麻生内閣総理大臣施政方針演

説 

平成 21年 1月 28

日 

救急医療も、消防と医療の

連携などにより、患者を確

実に受け入れられるよう

にします。 

経済財政改革の基本方針 2008（閣議決定） 平成 20年６月 27

日 

大規模地震、大規模水害・

土砂災害、津波・高潮、豪

雪、火山噴火等への対策を

推進する。その際、学校の

耐震化等防災基盤の充実、

災害時要援護者の避難支

援等ハード・ソフトの連携

を図る。消防等地域防災力

の向上を図る。 
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